
図１ ソフトウエアの取り扱いについて
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（１） （２）

コンピュータ本体 ・ 電子計算機本体
（不可分の一体型ソフト （不可分の一体型ソフトウェア
ウェアを含む） を含む）

（３）

情報サービス ・ ソフトウエア ・ 受注型ｿﾌﾄｳｴｱ

（受注型ｿﾌﾄｳｴｱを含む）

・ 個別のｿﾌﾄｳｴｱプﾛダｸﾄ
（４） （汎用型ｿﾌﾄｳｪｱ）

情報処理・提供ｻｰビｽ

（注） （１）（２）（３）内を、固定資産、総固定資本形成として計上。

（無形固定資産としては受注型ソフトウェアのみ）

（４）内は、企業が購入した場合は中間消費、
家計が購入した場合は最終消費支出として計上。
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